
調理冷凍食品品質表示実施要領 

 

１ 表示すべき商品 

  調理冷凍食品 

 

２ 表示すべき事項 

  調理冷凍食品（容器に入れ、又は包装されたものに限る。また、日本標準商品分類（平

成２年６月総務庁）における畜産加工食品の酪農製品のアイスクリーム類、農産加工食

品の菓子類に該当するもので冷凍されたものは除く。）の品質に関する表示については、

食品表示法（平成２５年法律第７０号）に基づく食品表示基準（平成２７年内閣府令第

１０号。以下「基準」という。）等、他の法令に定めるもののほか、東京都消費生活条例

（平成６年東京都条例第１１０号。以下「条例」という。）の定めるところにより、次の

事項を表示する。 

（１）原材料配合割合 

（２）原料原産地名 

 

３ 表示方法等 

  表示すべき事項の表示方法等は次のとおりとする。 

（１）適用範囲 

  ① 条例の適用範囲 

    「調理冷凍食品」の適用範囲は、農林畜水産物に、選別、洗浄、不可食部分の除   

   去、整形等の前処理及び調味、成形、加熱等の調理を行なったものを凍結し、包装

し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用

に供されるものとする。 

  ② 原材料配合割合の適用範囲 

    調理冷凍食品のうち、基準別表第３により定められている調理冷凍食品の項に定

められた品目（冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハ

ンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシ

ュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類）を除く、調理冷凍食品に適用する。 

    原材料の一部の名称を特に付して商品名又は名称（以下「商品名等」という。）と

している製品（例えば、かに○○、あじ○○、かに入り○○）に適用する。また、

シーフード入り○○、海鮮入り○○等、原材料の総称名を特に付して商品名等とし

ている製品にあっても適用される。 

    ただし、魚などをほぼ原型に近いかたちで調理するものは、魚などの個体差によ

り、画一的な割合表示が困難である等の理由から、配合割合表示を省略することが

できる。また、原材料の一部の名称を特に付して商品名等としている製品であって



も、当該原材料の表示が、当該原材料を使用したことを強調するものではない場合

には、配合割合表示を省略することができる。 

  ③ 原料原産地名の適用範囲 

    輸入品を除く調理冷凍食品のうち、基準第３条第２項の表の原料原産地表名の項

の下欄の第１項第１号、第２号ロ、第３号及び第４号（使用した原材料に占める重

量の割合が最も高い原材料について国別重量順で表示したもの）により原産地を表

示する原材料並びに基準別表第１５により原料原産地表示義務が課せられている品

目を除き、その主な原材料（原材料及び添加物に占める重量の割合が上位３位まで

のもので、かつ、当該割合が５パーセント以上である原材料及び商品名等にその名

称が付された原材料をいう。以下同じ。）が下記のものに適用する。 

食品表示法に基づく、 

ア 基準第２条に規定する生鮮食品 

イ 基準別表第１５に掲げる２７の品目 

※ イについてはそれ自体が輸入品の場合を除く。 

 

（２）表示方法 

  ① 原材料配合割合の表示方法 

    商品名等に付された原材料の仕込み時（前処理を施し混入直前の時点をいう。）の 

配合比（可食に値する原材料の配合割合をいう。）をパーセントの単位で表示するこ 

と。 

 

 《表示例》 

・原材料配合割合 かに○％（仕込み時） 

     ・原材料配合割合 シーフード（いか、えび、あさり）○○％（仕込み時） 

  

  ② 原料原産地名の表示方法 

    主な原材料の原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっ

ては原産国名を表示すること。 

 

    《表示例》 

     ・原材料名 鶏肉（国産）、たまねぎ（国産）、えび（ベトナム） 

     ・原料原産地名 国産（鶏肉、たまねぎ）、ベトナム（えび） 

 

（３）表示場所 

    ２の規定により表示すべき事項は、容器又は包装の見やすい箇所に印刷、押印又は

ラベルの貼付その他の方法により表示すること。 



  また、表示事項は、次のいずれかの方法で表示すること。 

  ただし、原料原産地名の表示に限り、容器又は包装への表示が極めて困難な場合に

あっては、表示すべき事項の情報を、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器、

情報処理の用に供する機器等を利用して提供する旨を包装の見やすい箇所に記載し、

かつ、当該方法により表示事項の情報を提供することを可能とする（以下「電話機等

による情報提供」という。）。 

その場合でも、基準に基づき原産地を表示するものについては容器包装への表示が

必要になるが、基準第３条第２項の表の原料原産地名の項の下欄の第２号イ、第５号

イ、第５号ロ及び第５号ハによる表示をしている場合には、条例に基づく原料原産地

表示については電話機等による情報提供を可能とする。 

 

《原材料配合割合》 

 ① 基準に規定されている一括表示枠内に「原材料配合割合」の項目を別途設けて

表示 

 ② 基準等に規定されている表示事項に近接した箇所に「原材料配合割合」の項目

を設けて表示 

《原料原産地名》 

 ① 基準に規定されている原材料名欄において、原材料名の次に括弧を付して表示 

 ② 基準に規定されている一括表示枠内に「原料原産地名」の項目を別途設けて表

示 

 ③ 基準に規定されている一括表示枠内に「原料原産地 この面上部に記載」等、

表示箇所を詳しく指定する方法で一括表示枠外に表示 

 

（４）文字の大きさ及び配色 

   表示に用いる文字は、日本産業規格Ｚ８３０５（活字の基準寸法）に規定する８ポ

イントの活字以上の大きさの文字で、背景の色と対照的な色で表示すること。 

 

４ 施行年月日 

  昭和５２年 ７月１９日 施行 

  昭和５４年 １月２４日 一部改正 

  平成 ３年 ７月 １日 一部改正 

  平成 ８年１１月 １日 一部改正 

  平成１３年 ４月 １日 一部改正 

  平成２５年 ４月 １日 一部改正 

  平成２８年 ３月３１日 一部改正 

  平成２９年１２月２５日 一部改正 



  令和 元年 ７月 １日 一部改正 


